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藍
鼎
元
『
女
撃
』
　
の
研
究
　
〔
‖
〕

本
稿
で
は
、
婦
徳
中
篇
　
（
『
女
学
』
巻
二
）
　
「
守
節
之
徳
」
　
第
七
十
一
章
～
第
八
十

六
章
の
う
ち
、
七
十
六
章
ま
で
を
掲
載
す
る
。
な
お
、
本
稿
以
後
は
、
主
と
し
て

『
女
学
』
　
の
女
性
論
や
女
性
観
を
中
心
に
点
検
す
る
。
従
っ
て
、
藍
鼎
元
の
女
性

論
に
あ
た
る
部
分
は
、
原
文
や
書
き
下
し
解
読
を
掲
げ
る
が
、
女
性
伝
記
部
分
は
、

伝
記
の
概
略
を
紹
介
す
る
に
止
め
、
資
料
研
究
を
詳
細
に
す
る
。
原
文
は
旧
字
体
、

解
説
や
書
き
下
し
文
は
新
字
体
と
す
る
。

（
原
文
）
易
日
、
恒
其
徳
貞
、
婦
人
吉
、
象
目
、
婦
人
貞
吉
、
従
一
而
終
也
、
〔
節
〕

種
目
、
萱
輿
之
賓
、
終
身
不
改
、
故
夫
死
不
嫁
、
〔
節
〕

王
鳩
目
、
忠
臣
不
事
二
君
、
烈
女
不
更
二
大
、
〔
蝿
音
萄
、
〕

え

き

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

つ

ね

　

　

　

た

だ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

ょ

う

易
に
日
わ
く
、
其
の
徳
を
恒
に
し
て
貞
し
、
婦
人
は
吉
な
り
と
。
象
に
日
く
、

婦
人
は
貞
に
し
て
吉
な
り
と
は
。
一
に
従
い
て
而
し
て
終
わ
れ
ば
な
り
と
。
（
1
）

礼
に
日
わ
く
、
壱
た
び
之
れ
と
与
に
斉
す
れ
ば
、
身
を
終
う
る
ま
で
改
め
ず
。

故
に
夫
死
す
れ
ば
嫁
せ
ず
と
。
（
2
）

お
う
し
よ
く

王
　
鴫
日
わ
く
、
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
、
烈
女
は
二
夫
を
更
め
ず
と
。
（
3
）

〔
蝿
は
音
葛
、
〕

下
見
　
隆
雄

◎
資
料
研
究

つ

ね

　

　

　

た

だ

（
1
）
　
『
易
経
』
恒
の
卦
、
六
五
に
、
「
其
の
徳
を
恒
に
し
て
貞
し
。
婦
人
は

吉
な
り
。
夫
子
は
凶
な
り
。
」
　
と
あ
り
、
象
伝
に
　
「
婦
人
は
貞
し
く
し
て
吉
な

り
と
は
、
一
に
従
い
て
而
し
て
終
わ
れ
ば
な
り
。
夫
子
は
義
を
制
す
。
婦
に
従

い

と

う

と

う

が

い

え
ば
凶
な
る
な
り
。
」
と
あ
る
。
伊
藤
東
涯
の
『
周
易
経
翼
通
解
』
に
は
、
「
此

れ
柔
順
を
以
て
其
の
徳
を
恒
に
す
る
者
な
り
。
故
に
云
う
、
其
の
徳
を
恒
に
し

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

な

て
貞
L
と
。
然
れ
ど
も
婦
人
為
る
の
道
な
れ
ば
、
則
ち
順
を
以
て
正
と
為
す
。

固
よ
り
吉
と
為
す
可
し
。
而
し
て
丈
夫
に
在
り
て
は
、
唯
だ
に
順
を
以
て
正
と

為
す
の
み
な
れ
ば
、
則
ち
必
ず
凶
を
致
す
。
」
　
と
い
う
。
婦
人
は
妻
の
意
味
。

一
人
の
夫
に
柔
順
で
従
う
の
が
妻
の
徳
で
あ
り
、
夫
は
自
ら
事
の
正
否
を
決
め

て
妻
を
従
え
る
べ
き
立
場
に
あ
る
か
ら
、
婦
に
従
え
ば
凶
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
に
　
「
壱
た
び
之
れ
と
与
に
斉
す
れ
ば
、
終
身
、
改

め
ず
。
」
　
と
あ
り
、
鄭
玄
注
に
、
「
斉
す
る
と
は
、
牢
を
共
に
し
て
而
し
て
食

ら
い
て
尊
卑
を
同
じ
く
す
る
を
謂
う
。
斉
或
い
は
酸
と
為
す
。
」
　
と
云
う
。
『
列

女
伝
』
賢
明
篇
の
　
「
宋
飽
女
宋
」
　
に
、
宋
の
飽
蘇
の
妻
女
采
は
、
姑
を
敬
い
養

っ
て
い
た
が
、
夫
は
、
衛
に
仕
え
る
こ
と
三
年
、
他
に
妻
を
要
っ
て
こ
れ
を
大

切
に
し
て
い
た
。
兄
嫁
は
、
女
采
に
、
あ
な
た
は
去
る
べ
き
だ
と
云
う
が
、
女
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采
は
、
「
婦
人
、
一
た
び
礁
す
れ
ば
改
め
ず
。
夫
死
し
て
は
嫁
せ
ず
。
」
　
と
主

張
し
て
、
主
婦
と
し
て
の
役
割
に
つ
い
て
述
べ
、
舅
姑
に
仕
え
る
義
務
や
、
夫

人
七
去
の
教
え
に
照
ら
し
て
も
、
自
分
が
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
無

い
と
論
じ
る
。
梁
端
は
、
前
引
の
『
礼
記
』
郊
特
牲
篇
の
文
を
掲
げ
、
「
醸
」

「
斉
」
　
は
通
借
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
同
書
「
貞
順
」
篇
の
　
「
察
人
之
妻
」

に
は
、
結
婚
し
た
夫
に
悪
疾
が
有
り
、
実
家
の
母
は
娘
を
改
嫁
さ
せ
よ
う
と
す

ゆ

る
が
、
娘
は
、
「
人
に
適
く
の
道
、
一
た
び
之
れ
と
醸
す
れ
ば
、
終
身
　
改
め

ず
。
」
と
主
張
し
て
い
る
。
凍
彬
『
礼
記
訓
纂
』
は
、
「
郊
特
牲
」
篇
の
「
壱

た
び
之
れ
と
与
に
斉
す
れ
ば
」
　
に
つ
い
て
、
前
引
の
鄭
注
に
注
目
し
、
か
つ
王

引
之
が
『
列
女
伝
』
の
　
「
宋
飽
女
宋
」
や
「
茶
人
之
妻
」
　
で
　
「
醗
」
　
に
作
る
の

を
指
摘
し
て
、
『
礼
記
』
も
古
本
で
は
、
「
斉
」
　
を
　
「
醸
」
　
に
作
っ
て
い
た
の

だ
と
す
る
の
を
引
い
て
い
る
。
（
3
）
　
『
小
学
』
内
篇
の
明
倫
に
、
「
王
嶋
田
わ

く
、
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
、
烈
女
は
二
夫
を
更
め
ず
と
。
」
と
あ
る
。
な
お
、

『
史
記
』
田
単
伝
に
は
、
王
燭
の
言
葉
と
し
て
、
「
忠
臣
は
二
君
に
事
え
ず
、

貞
女
は
二
夫
を
更
め
ず
。
」
　
と
あ
る
。

（
原
文
）
右
、
第
七
十
二
早
、
婦
道
従
一
而
終
、
豊
以
存
亡
改
節
、
夫
死
不
嫁
、

固
其
常
也
、
不
幸
而
遭
強
暴
之
攣
、
惟
有
死
耳
、
玉
潔
水
清
、
可
殺
不
可
辱
、

千
載
而
下
、
有
線
粂
焉
、
若
畏
死
食
生
、
至
干
失
節
、
則
名
維
鳥
人
、
賓
輿
禽

獣
無
異
臭
、
述
守
節
之
徳
、
伊
川
日
比
以
下
十
六
章
、

右
、
第
七
十
一
章
。
婦
道
、
一
に
従
い
て
而
し
て
終
わ
る
。
豊
に
存
亡
を
以

て
節
を
改
め
ん
や
。
夫
、
死
し
て
嫁
せ
ざ
る
は
、
固
よ
り
其
の
常
な
り
。
不
幸

に
し
て
而
し
て
強
暴
の
変
に
遭
い
て
は
、
惟
だ
死
す
る
有
る
の
み
。
玉
の
ご
と

は
ず
か
し

潔
に
し
て
水
の
ご
と
清
な
る
は
、
殺
す
可
く
も
辱
む
る
可
か
ら
ず
。
千
載
よ

り
而
し
て
下
り
て
、
余
栄
有
る
な
り
。
若
し
死
を
畏
れ
生
を
食
り
て
、
節
を
失

う
に
至
る
な
れ
ば
、
則
ち
名
は
人
為
り
と
錐
ど
も
、
実
は
禽
獣
と
異
な
る
無
き

な
り
　
（
1
）
。
守
節
の
徳
を
述
ぶ
る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
十
六
章
な
り
。

◎
資
料
研
究

（
l
）
『
易
経
』
恒
の
卦
の
　
「
一
に
従
い
て
而
し
て
終
わ
る
」
　
を
引
い
て
婦
人

貞
節
の
決
め
こ
と
ば
と
す
る
。
「
守
節
の
徳
」
と
し
て
七
十
二
早
か
ら
八
十
六

章
ま
で
の
十
七
章
を
列
ね
る
。
劉
向
『
列
女
伝
』
貞
順
篇
や
節
義
篇
な
ど
に
は
、

再
婚
へ
の
否
定
を
テ
ー
マ
と
す
る
も
の
が
多
い
。

（
原
文
）
或
問
、
嬬
婦
、
於
理
似
不
可
取
、
如
何
、
伊
川
先
生
日
、
然
、
凡
取
、

以
配
身
也
、
若
嬰
失
節
者
以
配
身
、
是
巳
失
節
也
、
又
問
、
或
有
孤
嬬
貧
窮
l
無

托
者
、
可
再
嫁
否
、
日
只
是
後
世
伯
寒
餓
死
、
故
有
是
説
、
然
餓
死
事
極
小
、

失
節
事
極
大
、
〔
嬬
音
霜
、
取
倶
去
啓
、
〕
　
　
　
　
右
第
七
十
二
章
、

そ

う

ふ

　

　

　

　

　

　

　

め

と

或
る
ひ
と
問
う
。
娼
婦
は
、
理
に
於
い
て
取
る
可
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
如

何
と
。
伊
州
先
生
日
わ
く
、
然
り
。
凡
そ
取
る
こ
と
は
、
以
て
身
に
配
せ
ん
と

め

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

す

で

す
る
な
り
。
若
し
節
を
失
す
る
者
を
要
り
て
以
て
身
に
配
す
る
は
、
走
れ
巳
に

節
を
失
す
れ
ば
な
り
。
又
た
問
う
。
或
る
い
は
孤
嬬
・
貧
窮
に
し
て
托
す
る
こ

と
無
き
者
有
ら
ば
、
再
嫁
す
可
き
や
否
や
と
。
日
わ
く
、
只
だ
是
れ
後
世
、
寒き

わ

餓
し
て
死
す
る
を
伯
る
る
が
、
故
に
是
の
説
有
る
な
り
。
然
れ
ど
も
餓
死
は
事
極

め
て
小
、
節
を
失
す
る
は
事
極
め
て
大
な
り
と
　
（
1
）
。
〔
婦
は
、
音
霜
。
取
は
、

倶
に
去
啓
。
〕
　
　
　
右
、
第
七
十
二
章
、

◎
資
料
研
究

め
と

（
l
）
『
近
思
録
』
巻
六
家
道
類
に
、
「
問
う
、
嬬
婦
は
、
理
に
於
い
て
取
る

可
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
。
如
何
と
。
日
わ
く
、
然
り
。
凡
そ
取
る
こ
と
は
、
以

∠
U
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て
身
に
配
せ
ん
と
す
る
な
り
。
若
し
節
を
失
す
る
者
を
取
り
て
以
て
身
に
配
す

お
の
れ

る
は
、
是
れ
己
も
節
を
失
す
れ
ば
な
り
。
又
た
問
う
。
或
る
い
は
孤
嬬
・
貧

窮
に
し
て
託
す
る
こ
と
無
き
者
有
ら
ば
、
再
嫁
す
可
き
や
否
や
と
。
日
わ
く
、

只
だ
是
れ
後
世
、
寒
餓
し
て
死
す
る
を
伯
る
る
が
、
故
に
是
の
説
有
る
な
り
。

然
れ
ど
も
餓
死
は
事
極
め
て
小
、
節
を
失
す
る
は
事
極
め
て
大
な
り
と
。
」
　
と

あ
る
。
『
小
学
』
嘉
言
第
五
も
こ
れ
に
同
じ
で
あ
る
。
『
二
程
全
書
』
巻
二
五
、

『
程
氏
遺
書
』
伊
川
語
八
。
た
だ
し
、
異
同
あ
り
。
こ
ち
ら
で
は
、
「
伊
州
先

生
日
」
　
は
　
「
日
」
　
に
、
「
要
」
　
を
　
「
取
」
　
に
、
「
巳
」
　
を
　
「
己
」
　
に
、
「
托
」
　
を

「
託
」
　
に
作
る
。

曹
大
家
『
女
諌
』
に
も
「
夫
に
再
要
の
義
有
り
て
、
婦
に
二
適
の
文
無
し
。
」

と
い
う
。
し
か
し
陳
東
原
『
中
国
婦
女
生
活
史
』
第
三
章
、
「
漠
代
的
婦
女
生

活
」
、
四
、
「
再
嫁
的
自
由
」
　
に
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漠
代
に
お
い
て
は
劉

向
や
班
昭
は
、
貞
節
を
鼓
吹
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
は
、
実
際
に
は
、
貞
節

に
対
し
て
そ
れ
ほ
ど
厳
格
で
は
な
か
っ
た
。

陳
氏
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
を
掲
げ
て
、
具
体
的
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

朱
買
臣
の
妻
は
、
離
婚
し
て
再
婚
し
て
い
る
　
（
『
漢
書
』
本
伝
）
　
し
、
焦
仲
卿
の

妻
　
（
『
古
詩
紀
』
）
　
は
、
姑
に
疎
ま
れ
て
実
家
に
帰
さ
れ
て
後
、
太
守
や
県
令
か

ら
嫁
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
再
嫁
が
社
会
的
に
全
面
否
定
さ
れ
て
い

な
い
証
で
あ
る
。
後
漠
時
代
に
は
、
再
嫁
の
事
例
は
も
っ
と
多
い
。
汝
南
の
郡

元
義
の
妻
は
、
姑
に
気
に
入
ら
れ
ず
実
家
に
帰
さ
れ
る
が
、
華
仲
に
再
嫁
し
て

い
る
　
（
『
後
漢
書
』
応
奉
伝
注
）
。
後
に
元
義
は
、
出
世
し
た
華
仲
夫
妻
を
市
の
路

傍
で
見
、
こ
の
女
性
は
嘗
て
自
分
の
妻
で
あ
っ
た
が
、
母
が
嫌
っ
て
帰
し
て
し

ま
っ
た
と
人
に
語
る
。
再
嫁
が
恥
な
事
で
あ
れ
ば
、
こ
ん
な
場
面
は
記
述
さ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
察
呂
の
娘
、
文
姫
は
、
初
め
衛
仲
道
の
妻
で
あ
っ
た

が
、
夫
の
死
後
、
実
家
に
帰
り
、
後
に
旬
奴
の
左
賢
王
の
妾
と
な
り
二
人
の
子

を
産
む
。
十
二
年
後
、
曹
操
の
計
ら
い
で
、
漢
に
帰
り
、
董
祀
の
妻
と
な
る
（
『
後

漢
書
』
本
伝
）
。
察
文
姫
の
　
「
胡
茄
十
八
拍
」
　
で
、
残
し
て
き
た
子
へ
の
母
と
し

て
の
哀
惜
の
情
を
吐
露
す
る
。
文
姫
が
宋
明
以
後
の
人
で
あ
っ
た
ち
、
彼
女
が

史
伝
に
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
、
『
後
漢
書
』
列

女
伝
に
は
、
再
嫁
を
否
定
は
し
な
い
社
会
的
習
慣
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
で

き
る
事
例
と
し
て
は
、
筍
爽
の
娘
、
采
は
十
七
才
で
陰
稔
の
妻
に
な
り
一
女
を

生
ん
で
夫
が
死
ぬ
。
後
に
、
妻
を
喪
っ
た
同
郡
の
郭
変
に
、
父
爽
は
娘
を
嫁
が

せ
よ
う
と
す
る
。
娘
は
嫁
ぐ
こ
と
を
願
わ
ず
自
殺
し
て
節
烈
の
名
を
成
す
の
で

あ
る
が
、
父
は
改
嫁
を
非
と
は
し
て
い
な
い
し
、
郭
変
も
再
株
の
婦
を
要
る
こ

と
を
恥
と
は
し
て
い
な
い
。
桓
鷲
の
娘
は
劉
長
卿
に
嫁
い
で
一
男
を
生
ん
で
夫

が
死
ぬ
。
娘
は
実
家
に
帰
れ
ば
再
嫁
さ
せ
ら
れ
る
懸
念
が
あ
る
と
考
え
、
子
を

養
育
し
て
夫
の
家
に
止
ま
る
。
十
年
後
、
子
が
死
ぬ
と
再
嫁
を
免
れ
ぬ
と
思
い
、

己
の
鼻
を
切
っ
て
改
嫁
拒
否
の
意
思
を
表
明
す
る
。
こ
れ
は
、
当
時
に
お
い
て

改
嫁
を
迫
ら
れ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
十

年
間
、
寡
婦
を
守
っ
て
も
、
な
お
改
嫁
を
迫
る
人
が
有
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
社
会
が
守
節
を
重
ん
じ
な
か
っ
た
証
で
あ
る
。
ま
た
、
呂
栄
は
許
升
に
嫁
す

る
が
、
夫
の
操
行
が
修
ま
ら
な
い
の
を
夫
の
父
は
怒
り
、
栄
を
他
家
へ
改
嫁
さ

せ
よ
う
と
す
る
。
栄
は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は
、
夫
が
死
亡

し
な
い
で
も
、
や
は
り
改
嫁
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
ま
た
、
皇

帝
の
娘
の
場
合
に
も
、
皇
帝
は
再
嫁
を
容
認
し
た
場
合
が
あ
る
。
漠
の
武
帝
の

姉
で
あ
る
陶
館
公
主
は
寡
居
し
て
董
候
を
寵
愛
し
、
死
後
は
合
葬
さ
れ
た
。
昭

帝
の
姉
で
あ
る
安
邑
蓋
公
主
は
丁
外
人
と
私
通
し
た
が
、
帝
と
電
光
は
こ
れ
を

公
主
に
侍
ら
せ
た
。
『
後
漢
書
』
宋
弘
伝
に
、
光
武
帝
の
姉
湖
陽
公
主
が
寡
と
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な
っ
て
、
帝
が
朝
臣
の
内
で
、
姉
の
気
に
入
る
者
が
宋
弘
で
あ
る
ら
し
い
と
知

っ
て
、
公
主
を
屏
風
の
後
ろ
に
居
ら
せ
て
、
宋
弘
を
召
し
出
し
て
聞
く
、
「
諺

に
、
富
ん
だ
ら
交
わ
り
を
易
え
、
貴
く
な
れ
ば
妻
を
易
え
る
と
い
う
が
、
こ
れ

が
人
の
気
持
ち
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
ね
。
」
　
と
。
宋
弘
は
　
「
貧
賎
の
時
の
交
わ

り
は
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
糟
糠
の
妻
は
堂
よ
り
下
さ
ぬ
も
の
と
考
え
ま
す
。
」

と
答
え
た
。
そ
こ
で
帝
は
、
公
主
に
、
「
想
い
は
叶
わ
ぬ
よ
う
だ
ね
。
」
　
と
云

っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
陳
氏
は
、
漠
代
は
、
貞
節
観
念
が
寛
容

か
ら
厳
格
に
移
り
ゆ
く
時
代
で
、
女
性
の
人
格
も
ま
だ
礼
教
に
完
全
規
制
を
さ

れ
ず
、
男
性
の
女
性
観
も
必
ず
し
も
固
執
的
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
、

『
後
漢
書
』
黄
昌
伝
を
紹
介
す
る
。
黄
昌
夫
人
が
か
つ
て
賊
の
虜
と
な
り
流
転

し
て
覇
に
入
り
、
人
妻
と
な
っ
た
。
後
に
、
黄
昌
は
萄
郡
の
太
守
に
な
り
、
偶

然
に
も
と
の
妻
に
出
会
っ
た
。
抱
き
合
っ
て
泣
き
悲
し
み
、
ま
た
夫
婦
と
な
っ

た
。
そ
の
時
、
妻
は
別
の
人
の
子
を
生
ん
で
い
た
が
、
昌
は
彼
女
を
妻
と
し
た

と
い
う
。
陳
氏
は
、
漠
代
の
男
性
の
度
量
を
示
す
話
し
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に

再
嫁
が
自
由
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

陳
氏
は
、
女
性
の
貞
節
観
に
つ
い
て
の
大
き
な
変
転
は
宋
代
に
起
こ
る
と
い

う
。
第
六
章
、
「
末
代
的
婦
女
生
活
」
　
に
お
い
て
、
氏
は
、
宋
代
の
女
性
観
を

三
期
に
分
け
る
。
宋
初
か
ら
五
十
年
間
を
第
一
期
と
し
、
郡
舜
　
（
康
節
）
　
以
前

の
諸
人
、
例
え
ば
、
再
伸
滝
は
、
女
性
の
貞
節
観
念
に
対
し
て
は
寛
大
で
、
再

嫁
を
否
定
し
て
い
な
い
。
胡
暖
は
、
比
較
的
厳
格
で
あ
る
が
人
の
情
を
大
切
に

す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
二
期
に
は
、
司
馬
光
・
王
安
石
な
ど
が
あ
る
。
女
性
の
貞
節
観
に
固
執
す

る
と
こ
ろ
は
明
確
で
な
く
、
第
三
期
に
比
べ
る
と
、
比
較
的
寛
大
と
い
え
る
。

司
馬
光
に
は
『
家
範
』
が
有
る
。
「
夫
妻
は
義
を
以
て
合
し
、
義
絶
ゆ
れ
ば
則

ち
離
る
。
」
・
「
夫
は
天
な
り
。
妻
は
地
な
り
。
夫
は
日
な
り
妻
は
月
な
り
。
…

…
…
故
に
婦
は
専
ら
柔
順
を
以
て
徳
と
為
し
、
強
弁
を
以
て
美
と
為
さ
ざ
る
な

り
。
」
　
と
論
じ
、
男
尊
女
卑
の
差
別
観
念
は
旧
態
然
と
し
て
い
る
。
王
安
石
の

貞
節
観
は
比
較
的
寛
大
で
あ
る
。
安
石
の
次
子
は
生
ま
れ
つ
き
精
神
的
な
病
が

有
り
、
鹿
氏
の
女
を
妻
に
迎
え
る
が
、
生
ま
れ
た
子
が
自
分
に
似
て
い
な
い
と

思
い
こ
ん
で
、
こ
れ
を
殺
そ
う
と
百
計
を
巡
ら
し
て
精
神
錯
乱
に
陥
り
、
妻
と

は
争
い
が
絶
え
な
い
。
父
安
石
は
、
行
く
末
を
心
配
し
て
、
嫁
の
無
実
を
念
じ

つ
つ
悪
口
を
蒙
る
こ
と
に
な
る
の
を
恐
れ
て
、
婿
を
選
ん
で
嫁
が
せ
て
や
る
。

張
横
渠
・
周
嫌
渓
を
過
ぎ
て
、
二
程
の
時
代
に
な
る
と
、
貞
節
観
念
が
厳
格

と
な
る
。
『
近
思
録
』
で
の
　
「
或
間
」
　
に
、
伊
川
は
再
嫁
を
否
定
し
、
例
え
嬬

婦
に
頼
る
者
が
無
く
、
餓
死
す
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
う
と
も
、
再
嫁
が
節
度
を
失

す
る
事
の
重
大
で
あ
る
に
比
し
て
、
事
は
極
め
て
小
る
と
す
る
。
程
子
の
見
解

は
更
に
厳
し
く
、
男
子
は
妻
を
出
す
こ
と
を
是
認
す
る
。
『
性
理
大
全
』
に
よ

れ
ば
、
妻
を
出
す
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
の
質
問
に
、
妻
が
賢
で
な
け
れ
ば
出

す
こ
と
に
こ
と
に
何
の
害
も
無
い
。
子
息
で
も
妻
を
出
し
た
こ
と
　
（
『
礼
記
』
壇

弓
上
・
『
孔
子
家
語
』
後
序
）
　
が
あ
る
。
程
子
は
、
女
性
に
は
再
嫁
を
否
定
し
、

男
性
に
は
離
婚
を
是
認
す
る
と
い
う
考
え
方
を
明
確
に
し
た
。

た
だ
し
、
『
性
理
大
全
』
に
よ
れ
ば
、
男
性
の
再
要
を
否
定
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
再
要
は
す
べ
て
理
に
合
し
な
い
か
の
質
問
に
対
し
、
答
え
る
。
大
夫

以
上
は
、
再
要
の
理
は
無
い
。
そ
も
そ
も
人
が
夫
婦
と
な
る
と
き
、
一
方
が
先

に
死
ね
ば
、
再
要
あ
る
い
は
再
嫁
す
る
と
い
う
約
束
を
す
る
だ
ろ
う
か
、
死
ぬ

ま
で
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
約
束
す
る
の
だ
。
た
だ
し
大
夫
よ
り
以
下
の
身
分
の

者
に
は
、
再
嫁
せ
ざ
る
を
得
な
、
い
場
合
が
あ
る
。
姑
に
奉
公
し
家
の
内
を
取
り

仕
切
る
者
が
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
大
夫
以
上
に
は
嬢
妃
が
有
る
か
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ら
、
再
嫁
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
と
云
う
。

こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
、
妾
が
有
る
者
は
再
嫁
で
き
ぬ
こ
と
、
妻
が
死
し
て
再

嫁
が
許
さ
れ
る
の
は
、
再
嫁
の
目
的
が
、
姑
に
奉
公
し
内
事
を
主
り
先
祖
の
祭

り
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
嬬
婦
が
再
嫁
で
き
な
い
と
い
う
見
方
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
は
宗
法
の
家
族
観
念
と
同
じ
観
点
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
朱
子
も

陳
師
中
の
妹
婿
が
死
去
し
た
と
き
、
手
紙
で
女
子
の
貞
節
が
人
倫
の
美
事
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
、
伊
川
の
、
「
餓
死
は
事
小
で
あ
り
、
失
節
は
事
大
で
あ
る
」

を
引
い
て
い
る
。

程
朱
の
唱
導
に
よ
り
、
宋
代
は
、
婦
女
生
活
へ
の
規
制
の
変
転
時
代
と
な
っ

た
。
鄭
練
の
子
孫
は
宋
代
か
ら
元
代
ま
で
十
世
同
居
し
た
。
六
世
の
孫
、
太
和

は
、
『
家
規
』
五
十
八
則
を
立
て
、
七
世
の
孫
、
鉱
が
二
規
を
作
り
、
八
世
の

孫
、
清
が
三
規
を
作
り
、
共
に
一
百
六
十
八
則
伝
わ
る
　
（
『
鄭
氏
家
範
』
）
。
文
言

に
は
、
宋
儒
の
婦
女
観
念
に
強
く
影
響
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
「
子

孫
で
、
妻
子
の
有
る
者
は
側
室
を
置
く
こ
と
は
い
け
な
い
。
上
下
の
文
を
乱
す

の
で
、
違
う
者
は
責
め
が
有
る
。
も
し
四
十
で
子
の
無
い
者
に
は
、
一
人
置
く

こ
と
を
許
す
が
、
公
堂
に
坐
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
・
「
婦
人
は
、
…
…
舅

姑
に
奉
ず
る
に
孝
を
以
て
し
、
丈
夫
に
事
え
る
に
は
礼
を
以
て
し
、
姉
娘
に
待

す
る
に
は
和
を
以
て
す
る
。
理
由
無
く
中
門
を
出
て
は
な
ら
ず
、
夜
行
く
と
き

は
燭
を
持
ち
、
無
け
れ
ば
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
淫
乱
な
ら
ば
退
け
す

て
、
嫉
妬
や
お
喋
り
な
ら
、
姑
が
書
め
る
が
、
聴
か
な
け
れ
ば
責
め
、
責
め
て

も
直
ら
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
追
放
す
る
。
」
　
な
ど
、
女
性
へ
の
一
方
的
な
禁
止

・
束
縛
条
項
が
列
ね
ら
れ
る
。

陳
顧
遠
『
中
国
婚
姻
史
』
第
六
章
、
婚
姻
消
滅
の
　
「
再
婚
問
題
」
　
で
も
、
ほ

ぼ
同
様
の
指
摘
を
す
る
。
そ
し
て
、
程
朱
が
夫
死
し
て
後
嫁
ぜ
ず
の
説
を
提
示

し
て
後
、
世
俗
は
再
嫁
を
奇
恥
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
清
の
王
相
の
母

が
『
女
範
捷
録
』
貞
烈
篇
に
お
い
て
、
「
忠
臣
は
両
国
に
事
え
ず
、
烈
女
は
二

夫
を
更
え
な
い
。
だ
か
ら
、
一
た
び
醗
す
れ
ば
、
終
身
移
さ
な
い
。
男
性
は
再

婚
で
き
る
が
、
女
性
に
は
再
適
は
な
い
。
」
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
毛
奇
齢
（
『
禁
童
女
守
志
殉
死
文
』
）
　
は
、
室
女
が
「
守
志
殉
死
」
を
主
張

し
な
い
ま
で
も
、
結
婚
し
た
女
性
と
し
て
は
『
女
範
捷
録
』
の
よ
う
な
在
り
方

が
自
然
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
愈
正
壁
　
（
『
節
婦
説
』
）
　
が
、
「
再
嫁
し
た

者
は
非
難
す
べ
き
で
は
な
い
。
再
嫁
し
な
か
っ
た
者
に
は
敬
意
を
払
－
ケ
べ
き

だ
。
」
　
と
云
う
の
は
穏
当
な
考
え
方
で
あ
る
と
紹
介
す
る
。
ま
た
政
府
の
奨
励

対
応
と
し
て
は
、
元
か
ら
明
清
ま
で
、
封
爵
の
典
は
、
夫
が
死
し
て
改
嫁
の
婦

人
に
は
お
よ
ば
な
か
っ
た
。
明
の
洪
武
元
年
、
三
十
以
前
で
寡
婦
と
な
り
、
夫

の
死
後
家
を
守
護
し
、
五
十
以
後
で
も
こ
れ
を
貫
い
た
者
に
は
、
門
間
に
施
表

し
、
家
の
差
役
を
免
除
し
た
。
清
代
に
も
、
節
婦
・
貞
女
に
施
表
し
た
。
し
か

し
現
実
は
志
通
り
に
は
成
り
が
た
く
、
名
の
た
め
に
人
生
を
軽
ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
人
も
沢
山
い
た
と
論
じ
る
。

ま
た
、
夫
の
死
後
に
嫁
せ
ず
の
観
念
は
、
宋
代
以
前
は
あ
ま
り
重
く
実
践
さ

れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
「
節
を
失
う
事
の
重
大
」
　
を
主
張
し
た
程
伊
川
で

さ
え
も
、
そ
の
甥
女
・
姪
婦
と
も
に
改
嫁
し
て
お
り
、
当
時
は
現
実
に
は
世
俗

の
風
を
完
全
変
転
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
朱
子
の
提
唱
以
後
、
元

か
ら
明
・
清
に
か
け
て
、
再
嫁
を
恥
と
す
る
風
習
が
で
き
あ
が
っ
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
『
明
史
』
列
女
伝
に
見
え
る
　
「
孫
義
婦
」
　
は
、
夫
が
死
に
、
息
子

を
を
育
て
て
兄
の
娘
と
結
婚
さ
せ
た
が
、
子
が
二
人
生
ま
れ
て
息
子
は
死
ん
で

し
ま
っ
た
。
姑
婦
の
生
活
苦
を
見
か
ね
た
尚
書
の
憲
義
と
い
う
も
の
が
、
ど
う

し
て
再
婚
し
な
い
の
か
と
詰
問
し
た
と
こ
ろ
、
「
餓
死
の
事
は
小
、
失
節
の
事

0
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は
大
。
」
と
答
え
た
と
い
う
。
ま
た
、
張
経
は
結
婚
後
死
ぬ
。
そ
の
婦
は
再
婚

し
な
い
こ
と
を
誓
っ
た
。
舅
姑
は
　
「
私
た
ち
は
老
い
先
短
い
、
あ
な
た
は
先
が

永
い
。
な
に
を
頼
り
に
生
き
る
の
。
」
　
と
尋
ね
る
が
、
「
恥
辱
は
事
が
重
く
、

餓
死
の
方
が
ま
し
で
す
。
」
と
答
え
た
と
い
う
。
程
朱
の
学
説
が
人
の
精
神
を

毒
し
、
数
々
の
悲
惨
な
事
実
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

◎
『
典
故
列
女
伝
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
二
語
、
杜
轟
後
人
、
托
詞
、
改
嫁
之
口
、
真
有
閑
世
道
之
言

ふ
さ

二
語
、
後
人
を
杜
ぎ
尽
く
す
。
托
の
詞
、
改
嫁
の
口
、
真
に
世
道
に
関
わ
る

の
言
有
り
。

き
わ

こ
れ
も
、
「
餓
死
は
事
極
め
て
小
、
節
を
失
す
る
は
事
極
め
て
大
な
り
。
」

が
世
人
に
与
え
た
影
響
の
深
刻
さ
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

を
『
列
女
伝
』
に
立
伝
し
て
い
な
い
。
『
女
学
』
は
、
『
毛
詩
』
の
共
姜
に
依

っ
て
い
る
。
温
公
『
家
範
』
巻
八
妻
上
に
は
、
「
共
伯
妻
」
の
略
伝
を
載
せ
る
。

呂
坤
『
開
範
』
巻
三
　
「
婦
人
之
道
」
　
に
、
「
共
世
子
妻
」
が
あ
り
、
呂
氏
は
鄭

風
の
　
「
柏
舟
」
　
を
結
び
つ
け
、
次
の
よ
う
に
評
論
す
る
。
「
一
に
従
う
は
　
妻

の
道
な
り
。
志
を
守
っ
て
夫
を
更
え
ざ
る
は
中
道
な
り
。
自
殺
し
て
以
て
殉
ず

る
は
、
則
ち
賢
者
の
過
ち
な
る
の
み
。
余
、
故
に
共
姜
を
表
し
て
以
て
髪
婦
の

法
と
な
す
。
」
と
い
う
。
な
お
、
『
開
範
』
は
こ
の
伝
の
後
に
、
「
衛
宣
夫
人
」

を
載
せ
る
。
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
一
に
は
、
「
衛
宣
夫
人
」
を
載
せ
、
「
衛
共
姜
」

は
載
せ
な
い
。
『
古
今
女
範
』
は
、
巻
三
貞
女
に
、
「
衛
共
伯
妻
」
二
衛
宣
夫

人
」
を
列
ね
る
。
解
緒
『
古
今
列
女
伝
』
に
は
巻
二
に
「
衛
宣
夫
人
」
を
載
せ

る
。

〇
第
七
十
三
章
　
「
衛
共
妻
」

衛
の
共
妾
は
、
世
子
共
伯
の
妻
で
、
共
伯
が
蚤
死
し
た
。
父
母
は
再
婚
さ
せ

よ
う
と
す
る
が
拒
否
。
「
柏
舟
」
　
の
詩
を
作
っ
て
意
志
の
表
明
を
し
た
。

◎
資
料
研
究

劉
向
『
列
女
伝
』
貞
順
篇
に
、
再
嫁
を
拒
否
す
る
　
「
衛
寡
夫
人
」
　
（
「
寡
」
は

「
宣
」
の
誤
り
と
い
う
指
摘
有
り
、
拙
著
『
劉
向
「
列
女
伝
」
の
研
究
』
頁
4
6
6
参
照
）

の
伝
記
が
有
り
、
こ
れ
に
は
、
『
詩
経
』
雅
風
の
　
「
柏
舟
」
　
を
引
く
。
こ
こ
に

引
く
「
柏
舟
」
　
は
都
風
に
見
え
る
。
『
毛
詩
』
の
　
「
柏
舟
」
　
の
序
文
に
は
、
「
共

差
、
自
ら
誓
う
な
り
。
衛
の
世
子
、
蚤
く
死
し
、
其
の
妻
、
義
を
守
る
。
父
母
、

奪
っ
て
而
し
て
之
れ
を
嫁
せ
ん
と
欲
す
。
誓
っ
て
而
し
て
許
さ
ず
。
故
に
是
の

詩
を
作
っ
て
、
以
て
之
れ
を
絶
つ
。
」
　
と
あ
る
。
劉
向
は
、
『
毛
詩
』
の
共
妾

〇
第
七
十
四
章
　
「
陶
嬰
」

陶
嬰
は
、
魯
の
陶
明
の
娘
で
、
年
若
く
夫
に
先
立
た
れ
た
。
力
添
え
す
る
兄

弟
も
な
く
、
糸
紡
ぎ
し
て
生
計
を
立
て
、
幼
子
を
育
て
た
。
魯
国
の
人
で
、
こ

の
女
性
の
生
き
方
と
心
掛
け
に
感
動
し
て
、
結
婚
し
た
い
と
願
う
者
が
出
て
き

た
。
陶
嬰
は
断
り
切
れ
な
い
現
実
に
直
面
し
て
、
再
婚
を
し
な
い
固
い
決
意
を

歌
に
託
し
て
表
明
し
た
。
内
容
は
、
「
悲
し
き
か
な
黄
鵠
の
蚤
に
寡
た
る
。
七

年
　
双
せ
ず
、
宛
頚
し
て
独
り
宿
ね
、
衆
と
同
せ
ず
。
夜
半
　
悲
し
み
鳴
き
て
、

其
の
故
雄
を
想
う
、
天
命
あ
り
て
蚤
に
寡
た
り
。
独
り
宿
ね
す
る
こ
と
何
ぞ
傷

ま
ん
や
。
寡
婦
　
此
れ
を
念
い
て
、
泣
　
下
る
こ
と
数
行
。
鳴
呼
　
哀
し
い
か

な
。
死
者
、
忘
る
可
か
ら
ざ
る
。
飛
鳥
す
ら
尚
お
然
り
、
況
ん
や
貞
良
な
る
に

う

け

い

れ

　

　

と

つ

ぎ

ゆ

く

こ

と

干
い
て
お
や
。
賢
雄
有
り
と
雌
も
、
終
に
同
し
て
　
行
　
せ
ず
。
」
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
人
々
は
こ
れ
を
聞
い
て
、
求
婚
を
断
念
し
た
。
陶
嬰
は
、
一
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生
意
志
を
貫
い
た
と
い
う
。

◎
資
料
研
究

劉
向
『
列
女
伝
』
貞
順
篇
に
　
「
魯
寡
陶
嬰
」
　
が
有
り
、
こ
れ
に
よ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
異
同
部
分
も
有
る
。
「
錐
有
賢
雄
今
、
終
不
嘲
行
」
　
は
、
劉
向
『
列

女
伝
』
で
は
、
「
錐
有
賢
雄
今
、
終
不
要
行
」
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
拙

著
『
劉
向
「
列
女
伝
」
の
研
究
』
頁
5
0
9
～
5
1
4
を
参
照
な
お
、
『
閏
範
』
・
『
評

林
古
今
列
女
伝
』
に
は
こ
の
伝
記
を
載
せ
ず
、
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
二
に
は
載

せ
、
劉
向
『
列
女
伝
』
と
同
じ
で
あ
る
。

〇
第
七
十
五
章
　
「
貞
姫
」

貞
姫
は
、
自
公
勝
の
妻
で
あ
る
。
白
公
の
死
後
、
姫
は
紡
績
し
て
嫁
が
な
か

っ
た
。
呉
王
が
、
貞
姫
の
美
貌
と
行
い
の
噂
を
聞
き
付
け
、
大
夫
に
膨
大
な
贈

り
物
を
届
け
さ
せ
て
、
夫
人
と
し
て
招
こ
う
と
す
る
が
、
姫
は
、
夫
の
墳
墓
を

守
っ
て
生
涯
を
終
え
た
い
と
し
、
「
金
壁
の
聴
、
夫
人
の
位
、
聞
す
る
所
に
非

ざ
る
な
り
。
且
つ
夫
れ
義
を
棄
て
て
欲
に
従
う
者
は
、
汗
な
り
。
利
を
見
て
死

を
忘
る
る
者
は
、
食
な
り
。
食
汗
の
人
な
る
を
、
王
、
何
を
以
て
か
為
さ
ん
や
、

妾
、
聞
く
、
忠
臣
、
人
に
借
す
に
力
を
以
て
せ
ず
。
貞
女
、
人
に
仮
す
に
色
を

以
て
せ
ず
と
。
豊
に
独
り
生
に
事
う
る
に
此
く
の
若
く
す
る
の
み
な
ら
ん
や
、

死
者
に
於
て
す
る
に
も
亦
た
然
り
。
妾
、
既
に
仁
な
ら
ざ
れ
ば
、
従
い
死
す
る

能
わ
ず
。
今
、
又
た
去
り
て
而
し
て
嫁
す
る
は
、
太
甚
な
ら
ず
や
。
」
　
と
釈
明

し
て
招
き
を
断
る
。
呉
王
は
、
貞
姫
と
号
し
て
そ
の
節
義
を
賢
と
称
え
た
と
い

，つ。◎
資
料
研
究

劉
向
『
列
女
伝
』
貞
順
篇
に
　
「
楚
白
貞
姫
」
　
を
載
せ
る
。
『
閏
範
』
は
載
せ

な
い
が
、
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
三
、
『
評
林
古
今
列
女
伝
』
巻
六
貞
順
、
『
古
今

女
範
』
巻
三
貞
女
な
ど
に
は
、
伝
記
部
分
は
、
劉
向
『
列
女
伝
』
に
従
っ
て
載

せ
る
。
『
女
学
』
で
も
、
伝
記
内
容
は
略
同
様
と
云
え
る
が
、
劉
向
『
列
女
伝
』

の
　
「
大
夫
幣
を
致
す
。
白
の
妻
辞
し
て
日
わ
く
、
白
公
、
生
け
る
時
、
妾
、
幸

に
後
宮
に
充
て
ら
れ
箕
帯
を
執
り
衣
屡
を
掌
り
、
枕
席
を
払
い
、
托
せ
ら
れ
て

姫
匹
と
為
る
を
得
た
り
云
々
」
を
、
「
大
夫
幣
を
致
す
。
姫
、
辞
し
て
日
わ
く
、

白
公
、
生
け
る
時
、
幸
に
後
宮
に
充
て
ら
る
る
を
得
た
り
云
々
」
と
ま
と
め
改

め
る
な
ど
、
所
々
に
用
語
の
異
な
る
点
が
あ
る
。
藍
鼎
元
は
独
自
に
ま
と
め
て

い
る
。
な
お
、
「
楚
白
貞
姫
」
伝
記
に
関
す
る
問
題
点
は
、
拙
著
『
劉
向
　
「
列

女
伝
」
の
研
究
』
頁
4
9
9
～
5
0
2
を
参
照
さ
れ
た
い
。

◎
『
典
故
列
女
伝
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
勝
島
乱
於
楚
、
敗
而
自
給
宜
臭
、
乃
得
一
石
乞
死
義
之
臣
、
又
得
一

貞
姫
主
節
之
婦
、
何
其
幸
欺

勝
、
乱
を
為
す
こ
と
楚
に
於
い
て
し
、
敗
れ
て
而
し
て
自
ら
絵
れ
た
る
は
宜

な
り
。
乃
ち
一
の
石
乞
死
義
の
臣
を
得
、
又
た
一
の
貞
姫
主
節
の
婦
を
得
た
り
、

何
ぞ
其
れ
幸
な
る
か
。

と
あ
る
。

11

1

〇
第
七
十
六
章
「
梁
の
寡
婦
高
行
」
・
「
劉
長
卿
の
妻
」
・
「
曹
文
叔
の
妻
」
二
貌

浦
の
妻
」
・
「
衛
敬
稔
の
妻
」

O
　
「
梁
の
寡
婦
高
行
」

梁
に
寡
婦
が
あ
り
、
美
人
で
品
行
も
立
派
で
あ
っ
た
。
夫
が
死
ん
で
独
身
を

通
し
て
い
た
が
、
梁
の
貴
人
は
争
っ
て
こ
の
人
を
要
ろ
う
と
望
ん
だ
。
だ
が
、
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誰
も
成
功
し
な
か
っ
た
。
梁
王
が
こ
れ
を
聞
き
付
け
、
大
臣
を
使
者
と
し
て
招

き
寄
せ
よ
う
と
し
た
。
婦
人
は
、
「
婦
人
と
し
て
の
義
理
は
、
結
婚
し
た
ら
一

生
こ
れ
を
貫
い
て
貞
節
を
全
う
す
る
こ
と
。
死
ん
だ
人
を
忘
れ
て
生
き
た
人
に

身
を
託
し
、
高
貴
の
身
分
に
憧
れ
て
貧
賎
を
蔑
ん
だ
り
、
正
義
を
捨
て
て
利
得

に
従
う
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
人
で
な
し
で
す
。
」
　
と
云
っ
て
、
自
ら
刀
で

鼻
を
切
り
そ
ぎ
、
「
こ
ん
な
に
醜
く
な
っ
て
は
、
王
様
も
私
を
望
ま
れ
は
な
さ

ら
な
い
で
し
ょ
う
。
死
ね
ば
良
い
も
の
を
、
そ
う
し
な
い
の
は
幼
子
を
孤
児
に

で
き
な
い
か
ら
で
す
。
」
　
と
述
べ
た
。
大
臣
か
ら
こ
の
報
せ
を
受
け
た
王
は
感

動
し
て
、
容
め
無
し
と
し
、
「
高
行
」
　
の
称
号
を
与
え
た
と
い
う
。

O
　
「
劉
長
卿
の
妻
」

桓
鷲
の
娘
で
、
男
子
一
人
を
生
ん
で
、
早
く
に
夫
は
死
ぬ
。
桓
氏
は
生
家
に

帰
ら
な
か
っ
た
。
子
は
十
五
才
で
天
折
す
る
。
桓
氏
は
、
再
婚
を
断
れ
な
い
立

場
に
な
っ
た
と
思
い
、
耳
を
切
り
落
と
し
て
、
再
婚
拒
否
の
意
思
表
示
を
し
た
。

本
家
の
女
た
ち
は
涙
を
垂
れ
て
哀
れ
が
り
、
そ
ん
な
こ
と
ま
で
し
な
く
て
も
再

婚
強
要
を
避
け
る
道
は
有
る
は
ず
だ
ろ
う
に
と
云
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
桓
氏

は
、
「
私
の
先
祖
の
五
更
　
（
桓
栄
）
　
さ
ま
は
儒
学
を
究
め
帝
の
師
に
な
ら
れ
た

人
で
、
代
々
、
男
性
は
忠
孝
、
女
性
は
貞
順
を
大
切
に
し
て
き
た
家
柄
で
す
。

先
祖
を
辱
め
る
こ
と
な
き
よ
う
、
す
す
ん
で
体
を
不
具
に
し
て
意
志
を
明
確
に

し
た
の
で
す
。
」
　
と
云
う
。

O
　
「
曹
文
叔
の
妻
」

曹
爽
の
従
弟
で
あ
る
曹
文
叔
の
妻
は
、
諌
郡
の
夏
侯
文
寧
の
娘
で
、
名
は
令

女
で
あ
る
。
文
叔
は
若
死
に
し
て
服
喪
を
終
え
た
。
令
女
は
自
分
が
年
も
若
く

子
も
無
い
の
で
、
実
家
か
ら
再
婚
さ
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
恐
れ
て
、
断
髪
し
て

再
婚
拒
否
の
証
と
し
た
。
そ
の
後
実
家
で
再
婚
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

聞
い
て
、
令
女
は
ま
た
両
耳
を
切
断
し
た
。
曹
爽
を
頼
み
と
し
て
生
活
し
て
い

た
が
、
爽
が
誅
殺
さ
れ
曹
氏
が
没
落
し
て
、
令
女
は
曹
氏
か
ら
強
制
的
に
連
れ

帰
さ
れ
る
。
父
文
寧
は
娘
の
境
遇
を
哀
れ
み
、
行
く
末
を
案
じ
て
、
将
来
の
こ

と
も
考
え
て
頑
な
な
気
持
ち
は
改
め
る
よ
う
に
、
人
を
通
し
て
説
得
す
る
。
娘

は
恭
順
の
意
向
を
伝
え
、
し
ば
ら
く
の
猶
予
を
依
頼
し
て
、
そ
っ
と
寝
室
に
入

っ
て
鼻
を
切
断
し
、
被
り
物
を
し
て
臥
し
た
。
そ
の
後
母
が
語
り
か
け
て
も
返

事
が
無
い
の
で
、
被
り
物
を
開
い
て
血
の
海
に
居
る
娘
を
発
見
し
、
家
中
大
騒

ぎ
と
な
る
。
人
は
何
で
そ
ん
な
に
ま
で
己
を
苦
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

云
う
、
こ
れ
に
対
し
て
令
女
は
、
「
仁
者
は
、
盛
衰
に
よ
っ
て
節
を
改
め
ず
、

義
者
は
、
存
亡
に
よ
っ
て
心
を
易
え
な
い
も
の
。
曹
氏
の
勢
い
が
盛
の
ま
ま
で

あ
っ
て
も
、
私
は
節
を
全
う
す
る
決
意
だ
っ
た
。
今
、
曹
氏
が
衰
亡
し
た
の
に

ど
う
し
て
こ
れ
を
棄
て
ら
れ
よ
う
か
。
禽
獣
の
行
い
を
す
る
つ
も
り
は
無
い
。
」

と
答
え
た
。

O
　
「
魂
浦
の
妻
」

魂
浦
の
妻
、
房
氏
は
、
十
六
才
で
、
夫
が
病
で
死
に
瀕
し
て
遺
言
す
る
。
「
死

ぬ
こ
と
は
仕
方
な
い
の
だ
が
、
母
が
老
い
家
は
貧
乏
で
子
ど
も
は
幼
い
、
こ
れ

だ
け
が
心
残
り
だ
。
」
　
と
。
葬
儀
に
お
い
て
房
氏
は
、
耳
を
切
っ
て
夫
の
棺
に

投
げ
入
れ
る
。
姑
が
、
哀
れ
み
恐
れ
て
泣
き
な
が
ら
訳
を
聞
く
と
、
「
再
婚
を

し
な
い
決
意
を
示
し
て
あ
の
世
の
夫
を
慰
め
た
の
で
す
。
」
　
と
云
う
。

O
　
「
衛
敬
喩
の
妻
」

衛
敬
喩
の
妻
、
王
氏
は
、
十
六
才
で
夫
が
死
ぬ
。
再
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
両

親
・
舅
姑
に
対
し
て
、
王
氏
は
耳
を
切
っ
て
盤
の
中
に
置
い
て
、
再
婚
し
な
い

決
意
秒
証
と
し
た
。
住
ん
で
い
る
家
に
燕
が
来
て
巣
を
作
っ
た
が
雄
の
方
が
死

ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
し
雌
は
飛
び
去
る
こ
と
な
く
、
王
氏
に
懐
い
た
。
感
動
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し
た
王
氏
は
、
燕
の
足
に
目
印
の
彩
糸
を
結
び
付
け
た
。
次
の
年
も
彩
糸
を
付

け
た
燕
は
や
っ
て
来
た
。
王
氏
は
、
夫
へ
の
義
を
貫
い
て
独
身
を
全
う
す
る
燕

を
称
え
る
詩
を
作
っ
た
。

○
論
日

（
原
文
）
　
論
日
、
此
皆
目
刑
耳
鼻
、
惟
恐
不
得
全
其
節
者
也
、
令
女
房
父
母
所

迫
、
乃
自
刑
至
再
、
倫
迫
之
不
巳
、
則
有
死
耳
、
禽
獣
之
行
、
所
不
忍
鳥
、
是

数
人
者
同
也
、
〔
巳
音
以
、
行
去
啓
、
〕
　
右
第
七
十
六
章

論
じ
て
日
わ
く
、
此
れ
皆
な
自
ら
耳
鼻
を
刑
す
る
は
、
惟
だ
其
の
節
を
全
う

し
得
ざ
る
を
恐
る
る
者
な
れ
ば
な
り
。
令
女
は
、
父
母
の
迫
る
所
と
為
り
て
、

乃
ち
自
ら
刑
す
る
こ
と
再
に
至
る
。
倫
お
之
れ
に
迫
り
て
巳
ま
ざ
れ
ば
、
則
ち

死
す
る
有
る
の
み
。
禽
獣
の
行
い
、
為
す
に
忍
び
ざ
る
所
な
り
。
是
れ
数
人
の

者
、
同
じ
き
な
り
。
〔
巳
は
音
以
。
行
は
去
聾
。
〕
　
右
、
第
七
十
六
章

○
資
料
研
究

こ
こ
に
列
挙
す
る
　
「
梁
の
寡
婦
高
行
」
・
「
劉
長
卿
の
妻
」
・
「
曹
文
叔
の
妻
」

・
「
魂
浦
の
妻
」
・
「
衛
敬
論
の
妻
」
　
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
夫
に
先
立
た
れ
た
妻

が
、
「
一
た
び
往
き
て
改
め
ず
」
、
ま
た
は
第
七
十
一
章
の
　
「
婦
道
、
一
に
従

い
て
終
わ
る
。
…
…
夫
死
し
て
嫁
せ
ず
。
」
　
の
精
神
を
表
明
し
、
ま
た
こ
れ
を

貫
く
た
め
に
、
髪
や
耳
や
鼻
を
切
断
し
て
、
再
婚
拒
否
の
意
思
を
明
確
に
し
た

も
の
で
あ
る
。

「
梁
の
寡
婦
高
行
」
　
の
伝
は
、
劉
向
『
列
女
伝
』
貞
順
篇
に
見
え
る
。
伝
記

を
巡
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
劉
向
「
列
女
伝
」
の
研
究
』
頁
5
1
5
～
5
1
9

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
こ
の
話
の
衝
撃
的
な
内
容
は
、
儒
教
社
会
の
女
性

の
貞
節
観
念
を
語
る
上
で
強
烈
な
効
果
を
持
つ
故
に
、
後
世
に
お
い
て
も
し
ば

し
ば
注
目
さ
れ
る
。
後
漠
時
代
の
　
「
武
梁
弼
画
像
石
」
　
に
も
、
王
の
招
碑
を
伝

え
る
使
者
に
対
し
て
、
鼻
を
切
断
し
て
王
の
求
婚
を
拒
否
表
明
す
る
高
行
の
姿

が
刻
さ
れ
て
い
る
。
温
公
『
家
範
』
巻
八
妻
上
に
　
「
梁
寡
婦
高
行
」
　
を
載
せ
、

呂
坤
『
閏
範
』
巻
三
婦
人
之
道
に
も
、
「
梁
寡
割
鼻
」
　
を
載
せ
る
。
江
氏
『
絵

図
列
女
伝
』
巻
玉
に
も
載
せ
、
『
評
林
古
今
列
女
伝
』
巻
六
貞
順
、
『
古
今
女

範
』
巻
三
貞
女
に
も
そ
れ
ぞ
れ
収
録
す
る
。

「
劉
長
卿
の
妻
」
　
の
伝
記
は
、
『
後
漢
書
』
列
女
伝
に
見
え
る
。
こ
の
伝
記
の

問
題
点
や
、
貞
節
へ
の
視
点
に
つ
い
て
は
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
』
第
七
章

を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
温
公
『
家
範
』
巻
八
妻
上
に
、
「
挿
劉
長
卿
妻
」

が
見
え
、
呂
坤
『
関
範
』
巻
三
婦
人
之
道
に
も
、
「
行
義
桓
蒼
」
と
し
て
載
せ
、

江
氏
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
六
に
も
、
「
劉
長
卿
妻
」
を
載
せ
る
。

「
曹
文
叔
の
妻
」
　
の
伝
記
は
、
『
三
国
志
』
親
書
、
巻
九
、
諸
夏
侯
曹
伝
中
の

何
姜
伝
に
付
す
る
襲
松
之
注
引
『
皇
甫
讃
列
女
伝
』
に
見
え
る
。
『
女
学
』
も
、

こ
れ
と
一
・
二
の
字
の
異
同
が
有
る
の
み
で
あ
る
。

な
お
、
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
』
研
究
編
第
七
章
の
　
（
．
Ⅳ
）
　
「
妻
の
貞
節
と

夫
の
孝
」
　
に
、
こ
の
伝
と
関
連
す
る
諸
伝
を
掲
げ
、
妻
の
貞
節
や
再
婚
拒
否
に

つ
い
て
論
じ
る
。
温
公
『
家
範
』
巻
八
妻
上
に
、
「
魂
大
将
軍
曹
爽
従
弟
文
叔

妻
」
　
が
見
え
、
呂
坤
田
圃
範
』
巻
三
婦
人
之
道
に
も
、
「
令
女
毀
形
」
　
を
取
り

上
げ
る
。
江
氏
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
六
に
は
、
「
夏
侯
令
女
」
　
を
掲
げ
、
『
古

今
女
範
』
巻
三
貞
女
に
　
「
曹
文
叔
妻
」
　
を
載
せ
る
。

「
貌
浦
の
妻
」
　
の
伝
記
は
、
『
親
書
』
列
伝
第
八
十
列
女
、
『
北
史
』
列
伝
第

七
十
九
に
、
「
魂
樽
妻
房
氏
」
　
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
。
ま
た
、
。
温
公
『
家
範
』

巻
八
妻
上
に
、
「
後
貌
鐙
鹿
魂
樽
妻
房
氏
」
、
呂
坤
『
閏
範
』
巻
三
婦
人
之
道

に
、
「
房
氏
戟
耳
」
、
江
氏
『
絵
図
列
女
伝
』
巻
玉
に
、
「
就
縛
妻
」
、
『
評
林
古

今
列
女
伝
』
巻
六
貞
順
、
『
古
今
女
範
』
巻
三
貞
女
に
、
「
魂
博
之
妻
」
　
と
し

つ
J

11



7002

集42第究研撃典古津東

て
、
そ
れ
ぞ
れ
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
貌
樽
」
に
作
る
が
、
『
女
学
』

は
　
「
魂
浦
」
　
に
作
る
。

「
衛
敬
稔
の
妻
」
　
の
伝
記
は
、
『
南
史
』
列
伝
六
十
四
孝
義
下
に
、
「
覇
城
王

整
の
姉
、
嫁
し
て
衛
敬
稔
の
妻
と
為
る
云
々
」
と
あ
り
、
江
氏
『
絵
図
列
女
伝
』

巻
七
に
、
「
衛
敬
稔
妻
」
　
が
載
せ
ら
れ
る
。

「
論
」
　
で
は
、
再
婚
拒
否
の
た
め
に
身
を
傷
つ
け
死
ぬ
こ
と
さ
え
も
辞
さ
な
い

女
性
の
厳
し
い
覚
悟
に
注
目
す
る
。
禽
獣
に
成
り
下
が
ら
な
い
人
間
女
性
の
生

き
様
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
評
論
は
、
第
七
十
二
早
の
著
者
の
　
「
述
論
」
　
に
も
関
連
す
る
し
、
次
の

『
典
故
列
女
伝
』
頭
注
部
分
の
観
点
に
関
連
し
て
指
摘
す
る
が
、
「
曹
文
叔
の

妻
」
　
の
　
「
禽
獣
の
行
い
、
吾
、
豊
に
為
さ
ん
や
。
」
　
を
強
く
意
識
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
女
性
の
貞
節
観
念
と
厳
し
い
自
覚
を
、
儒
教
精
神
で
整
え
ま
と
め
あ

げ
た
、
い
わ
ば
決
め
言
葉
と
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
批
判
す
る
人
は
、
非
人
間

的
な
封
建
思
想
で
、
こ
れ
こ
そ
女
性
の
人
間
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
明
証
と

指
摘
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
女
性
だ
け
で
は
な
い
、
こ
の
よ
う
な
女
性
と

共
に
生
き
た
時
代
の
男
性
も
、
実
は
そ
の
時
代
と
社
会
に
相
応
の
厳
し
い
自
己

規
制
を
持
す
る
決
意
無
し
に
は
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
ど
の
よ
う
な
時
代
や
社
会
環
境
に
生
き
て
い
よ
う
と
、
社
会

規
範
を
視
野
に
入
れ
た
自
己
規
制
と
責
任
自
覚
無
し
に
人
生
を
建
設
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

◎
『
典
故
列
女
伝
』
頭
注
部
分
　
（
論
に
関
連
）

「
内
閣
文
庫
」
　
本
、
頭
注
部
分
に
、

［
原
文
］
　
此
等
語
、
最
足
動
婦
女
之
聴
、
○
見
理
明
確
、
鮮
不
為
其
所
感
」
　
と

あ
る
。
こ
れ
は
、
「
曹
文
叔
の
妻
」
　
の
文
中
の
　
「
或
る
ひ
と
之
れ
に
謂
い
て
日

わ
く
、
人
、
世
間
に
生
き
る
こ
と
、
軽
塵
の
弱
草
に
棲
め
る
が
如
し
。
何
ぞ
辛

か
く
の
ご
と
く

苦
す
る
こ
と
乃
ち
　
爾
　
な
る
や
。
且
つ
夫
家
、
夷
滅
し
て
巳
に
尽
き
た
り
。

此
れ
を
守
り
て
誰
が
為
め
に
せ
ん
と
欲
す
る
や
と
。
令
女
日
わ
く
、
聞
く
な
ら

く
、
仁
者
は
盛
衰
を
以
て
節
を
改
め
ず
。
義
者
は
存
亡
を
以
て
心
を
易
え
ず
と
。

曹
氏
、
前
盛
の
時
に
す
ら
、
尚
お
終
わ
り
を
保
た
ん
と
欲
す
。
況
や
今
、
衰
亡
、

何
ぞ
之
れ
を
棄
つ
る
に
忍
ぴ
ん
や
。
禽
獣
の
行
い
、
吾
、
童
に
為
さ
ん
や
と
。
」

に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
評
論
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

「
O
」
　
の
部
分
は
、
文
字
不
鮮
明
で
あ
る
が
、
「
暁
星
樵
人
復
校
重
刊
」
　
本
な

ど
と
照
合
す
る
と
、
「
非
」
字
と
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
だ
。

一
応
、
次
の
よ
う
に
読
ん
で
お
く
。
「
此
れ
等
の
語
、
最
も
婦
女
の
穂
を
動

か
す
に
足
る
も
、
見
理
明
確
に
非
ざ
れ
ば
、
其
の
惑
う
所
と
為
ら
ざ
る
こ
と
鮮

な
し
。
」

女
性
が
堅
持
す
る
よ
う
、
教
導
さ
れ
た
古
来
の
厳
し
い
結
婚
自
覚
を
、
単
に

賞
賛
す
る
の
で
は
な
く
、
し
っ
か
り
し
た
信
念
と
自
覚
が
な
け
れ
ば
大
き
な
惑

い
と
も
な
る
と
の
警
告
を
発
し
て
い
る
ご
と
く
読
め
る
。
こ
れ
ら
頭
注
部
分
に

は
、
所
々
、
古
来
の
女
性
観
を
、
や
や
異
な
る
視
点
で
評
論
す
る
姿
勢
が
感
じ

ら
れ
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
前
第
七
十
二
章
に
付
せ
ら
れ
た
頭
注
に

も
、
や
や
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
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